
 

なお、高等学校学習指導要領解説総則編では、学校における食育の推進においては、栄養摂

取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、やせ、食物アレル

ギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保等の食に関わる課題が顕在化してい

る。こうした課題に適切に対応するため、生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることにより、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでいくための基礎が

培われるよう、栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性等の指導が一層重視されな

ければならない。また、これら心身の健康に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの

感謝や食文化などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。食に

関する指導にあたっては、保健体育科、家庭科、特別活動などの指導を相互に関連させなが

ら、学校の教育活動全体として効果的に取り組むことが重要である。その際、教職員間の連携

に努めるとともに、地域や学校の実情に応じて栄養教諭等の専門性を有する教職員や地域の有

識者等との連携に努めることにも配慮することが大切であるとしている。また、特別活動の一

環として学校給食を実施する場合には、食育の観点を踏まえた適切な指導を行うことが重要で

ある。

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じ

て適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努

めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教

科・科目及び総合的な探究の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育･健

康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮すること。 

 

６ 高等学校

⑴ 学校給食の位置付け

高等学校については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」（平成２１

年施行）に基づいて実施されている。この法律で夜間学校給食とは、夜間において授業を行う

課程を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生

徒に対して実施される給食をいい、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の

夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与する

ことを目的としている。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑵ 教育課程における位置付け

高等学校における学校給食について、現在主として定時制の課程において行われており、そ

の教育課程上の位置付けとしては、学校の指導の方針、施設設備、生徒の実態等に応じて異な

っているので、それぞれの学校の実態に即した教育活動として行われている。生徒の自発的な

活動を醸成する機会として役立てることを含めて、ホームルーム活動、学校行事等の特別活動

の一環として、そのいずれかの指導計画の中で実施されている場合もある。いずれの場合であ

っても、食事に対する理解や望ましい食習慣を育成することに役立つばかりでなく、健康につ

いての指導や、食事に対する自己管理の能力を育成するための重要な機会であるため、高等学

校学習指導要領においては、特に、特別活動の一環として学校給食を実施する場合には、食育

の観点を踏まえた適切な指導を行うこととしている。生徒たちが心を開き、明るい雰囲気の中

で、望ましい食習慣と豊かな人間関係を育成するように配慮することが大切である。

なお、学校給食を実施していない学校においては、ホームルーム活動の健康・安全に関する

指導の中で、食に関する望ましい習慣の形成について、指導の充実を図ることが大切であるこ

とは言うまでもない。

⑶ 食に関する指導

規則正しく調和のとれた食生活は、健康の保持増進の基本であり、近年の生徒等の食生活の

乱れが、生活習慣病はもとより心の健康問題にも発展する等、食に起因する新たな健康課題を

引き起こしていることから、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることは極め

て重要な課題となっている。

高等学校の時期は、男女ともに心身の発育・発達が著しいことから、食育の観点を踏まえ、

自己の健康を管理し改善していく資質や能力の基礎を育成するため、自分の食生活を見直し、

自ら改善して、生涯を通じた望ましい食習慣の形成と食事を通して望ましい人間関係や明るい

社交性が育まれるよう指導する必要がある。

高等学校学習指導要領総則（平成３０年告示）においても、小・中学校、特別支援学校と同

様に学校における食育の推進が次のように明記されている。
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なお、高等学校学習指導要領解説総則編では、学校における食育の推進においては、栄養摂

取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、やせ、食物アレル

ギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保等の食に関わる課題が顕在化してい

る。こうした課題に適切に対応するため、生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることにより、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでいくための基礎が

培われるよう、栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性等の指導が一層重視されな

ければならない。また、これら心身の健康に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの

感謝や食文化などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。食に

関する指導にあたっては、保健体育科、家庭科、特別活動などの指導を相互に関連させなが

ら、学校の教育活動全体として効果的に取り組むことが重要である。その際、教職員間の連携

に努めるとともに、地域や学校の実情に応じて栄養教諭等の専門性を有する教職員や地域の有

識者等との連携に努めることにも配慮することが大切であるとしている。また、特別活動の一

環として学校給食を実施する場合には、食育の観点を踏まえた適切な指導を行うことが重要で

ある。

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じ

て適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努

めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教

科・科目及び総合的な探究の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育･健

康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮すること。 

 

６ 高等学校

⑴ 学校給食の位置付け

高等学校については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」（平成２１

年施行）に基づいて実施されている。この法律で夜間学校給食とは、夜間において授業を行う

課程を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生

徒に対して実施される給食をいい、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の

夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与する

ことを目的としている。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑵ 教育課程における位置付け

高等学校における学校給食について、現在主として定時制の課程において行われており、そ

の教育課程上の位置付けとしては、学校の指導の方針、施設設備、生徒の実態等に応じて異な

っているので、それぞれの学校の実態に即した教育活動として行われている。生徒の自発的な

活動を醸成する機会として役立てることを含めて、ホームルーム活動、学校行事等の特別活動

の一環として、そのいずれかの指導計画の中で実施されている場合もある。いずれの場合であ

っても、食事に対する理解や望ましい食習慣を育成することに役立つばかりでなく、健康につ

いての指導や、食事に対する自己管理の能力を育成するための重要な機会であるため、高等学

校学習指導要領においては、特に、特別活動の一環として学校給食を実施する場合には、食育

の観点を踏まえた適切な指導を行うこととしている。生徒たちが心を開き、明るい雰囲気の中

で、望ましい食習慣と豊かな人間関係を育成するように配慮することが大切である。

なお、学校給食を実施していない学校においては、ホームルーム活動の健康・安全に関する

指導の中で、食に関する望ましい習慣の形成について、指導の充実を図ることが大切であるこ

とは言うまでもない。

⑶ 食に関する指導

規則正しく調和のとれた食生活は、健康の保持増進の基本であり、近年の生徒等の食生活の

乱れが、生活習慣病はもとより心の健康問題にも発展する等、食に起因する新たな健康課題を

引き起こしていることから、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることは極め

て重要な課題となっている。

高等学校の時期は、男女ともに心身の発育・発達が著しいことから、食育の観点を踏まえ、

自己の健康を管理し改善していく資質や能力の基礎を育成するため、自分の食生活を見直し、

自ら改善して、生涯を通じた望ましい食習慣の形成と食事を通して望ましい人間関係や明るい

社交性が育まれるよう指導する必要がある。

高等学校学習指導要領総則（平成３０年告示）においても、小・中学校、特別支援学校と同

様に学校における食育の推進が次のように明記されている。
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なお、高等学校学習指導要領解説総則編では、学校における食育の推進においては、栄養摂

取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、やせ、食物アレル

ギー等の健康課題が見られるほか、食品の安全性の確保等の食に関わる課題が顕在化してい

る。こうした課題に適切に対応するため、生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身

に付けることにより、生涯にわたって健やかな心身と豊かな人間性を育んでいくための基礎が

培われるよう、栄養のバランスや規則正しい食生活、食品の安全性等の指導が一層重視されな

ければならない。また、これら心身の健康に関する内容に加えて、自然の恩恵・勤労などへの

感謝や食文化などについても教科等の内容と関連させた指導を行うことが効果的である。食に

関する指導にあたっては、保健体育科、家庭科、特別活動などの指導を相互に関連させなが

ら、学校の教育活動全体として効果的に取り組むことが重要である。その際、教職員間の連携

に努めるとともに、地域や学校の実情に応じて栄養教諭等の専門性を有する教職員や地域の有

識者等との連携に努めることにも配慮することが大切であるとしている。また、特別活動の一

環として学校給食を実施する場合には、食育の観点を踏まえた適切な指導を行うことが重要で

ある。

学校における体育・健康に関する指導を，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じ

て適切に行うことにより，健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努

めること。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科，家庭科及び特別活動の時間はもとより，各教

科・科目及び総合的な探究の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。

また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育･健

康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよ

う配慮すること。 

 

６ 高等学校

⑴ 学校給食の位置付け

高等学校については、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」（平成２１

年施行）に基づいて実施されている。この法律で夜間学校給食とは、夜間において授業を行う

課程を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該夜間課程において行う教育を受ける生

徒に対して実施される給食をいい、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校の

夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、併せて国民の食生活の改善に寄与する

ことを目的としている。

また、この法律において、学校給食法で規定する学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基

準を準用するとしている。

⑵ 教育課程における位置付け

高等学校における学校給食について、現在主として定時制の課程において行われており、そ

の教育課程上の位置付けとしては、学校の指導の方針、施設設備、生徒の実態等に応じて異な

っているので、それぞれの学校の実態に即した教育活動として行われている。生徒の自発的な

活動を醸成する機会として役立てることを含めて、ホームルーム活動、学校行事等の特別活動

の一環として、そのいずれかの指導計画の中で実施されている場合もある。いずれの場合であ

っても、食事に対する理解や望ましい食習慣を育成することに役立つばかりでなく、健康につ

いての指導や、食事に対する自己管理の能力を育成するための重要な機会であるため、高等学

校学習指導要領においては、特に、特別活動の一環として学校給食を実施する場合には、食育

の観点を踏まえた適切な指導を行うこととしている。生徒たちが心を開き、明るい雰囲気の中

で、望ましい食習慣と豊かな人間関係を育成するように配慮することが大切である。

なお、学校給食を実施していない学校においては、ホームルーム活動の健康・安全に関する

指導の中で、食に関する望ましい習慣の形成について、指導の充実を図ることが大切であるこ

とは言うまでもない。

⑶ 食に関する指導

規則正しく調和のとれた食生活は、健康の保持増進の基本であり、近年の生徒等の食生活の

乱れが、生活習慣病はもとより心の健康問題にも発展する等、食に起因する新たな健康課題を

引き起こしていることから、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることは極め

て重要な課題となっている。

高等学校の時期は、男女ともに心身の発育・発達が著しいことから、食育の観点を踏まえ、

自己の健康を管理し改善していく資質や能力の基礎を育成するため、自分の食生活を見直し、

自ら改善して、生涯を通じた望ましい食習慣の形成と食事を通して望ましい人間関係や明るい

社交性が育まれるよう指導する必要がある。

高等学校学習指導要領総則（平成３０年告示）においても、小・中学校、特別支援学校と同

様に学校における食育の推進が次のように明記されている。
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